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て
い
る
施
設
に
再
び
勤
務
し
た
場

合
、
退
職
ま
で
の
期
間
を
合
算
で
き

る
と
い
う
も
の
で
す
。

職
員
の
方
々
に
は
期
間
の
合
算
に

よ
り
退
職
金
の
支
給
水
準
の
上
昇
が

期
待
で
き
、
事
業
者
に
は
経
験
豊
富

な
職
員
の
確
保
が
で
き
る
と
い
う
利

点
が
あ
り
ま
す
。

○
２
０
１
８
年
４
月
１
日
の 

加
入
職
員
数

加
入
職
員
数
は
85
万
７
７
０
５
人

で
前
年
度
よ
り
約
１

万
５
０
０
０
人
増
加

し
て
い
ま
す
。
共
済

契
約
者
数
は
１
万
７

０
４
６
件
で
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
社
会
福

祉
法
人
で
す
。
全
国

の
社
会
福
祉
法
人
の

約
９
割
が
加
入
し
て

い
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ
先

退
職
共
済
制
度
の

詳
細
に
つ
い
て
は
、

福
祉
医
療
機
構
共
済

部
退
職
共
済
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

INFORMATIONーお知らせ2退職手当共済 検索

○
退
職
手
当
共
済
っ
て
ど
ん
な

　
制
度
？

退
職
手
当
共
済
制
度
と
は
福
祉
施

設
な
ど
に
お
勤
め
の
職
員
の
方
の
た

め
の
退
職
金
制
度
で
す
。
全
国
を
カ

バ
ー
す
る
共
済
制
度
に
よ
り
福
祉
施

設
に
従
事
す
る
人
材
の
確
保
と
定

着
、
処
遇
の
向
上
、
施
設
経
営
の
安

定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。１

９
６
１
年
の
制
度
創
設
以
来
、

延
べ
１
９
２
万
人
の
退
職
者
の
方
に

お
よ
そ
２
兆
円
を
支
給
し
て
き
た
実

績
が
あ
る
制
度
で
す
。

財
政
方
式
は
積
立
で
は
な
く
賦
課

方
式
を
採
用
し
て
お
り
、
国
・
都
道

府
県
の
補
助
金
と
共
済
契
約
者（
施

ニュース

福祉施設職員のための退職金制度を 
知っていますか？
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( )内の金額は、各年数を勤めたときの本俸の平均です。
詳しくは福祉医療機構ホームページをご覧ください。

図表1　退職金支給見込額

図表2　社会福祉施設職員等退職手当共済制度について

契約者数
(うち社会福祉法人数)

1万7,046件
(1万6,690件)

職員一人あたり掛金額
（2018年度)

4万 4,500円
( 補助対象職員 )
13万 3,500円
( 補助対象外職員 )

全国の社会福祉法人の
加入率
(『厚生労働白書』、『福祉
行政報告例』より算出)

87.7%

給付者数
(2017年度) 7万6,098人

1人あたり平均支給額
(2017年度) 135万円

設
経
営
者
）の
掛
金
を
合
わ
せ
て
退

職
金
の
財
源
と
し
て
お
り
、
職
員
個

人
の
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
福
祉
の
仕
事
に
働
き
が
い
を
感
じ

て
い
る
も
の
の
、
仕
事
内
容
の
割
に

賃
金
が
低
い
」と
い
う
声
が
あ
り
ま

す
が
、
当
制
度
は
勤
続
年
数
が
長
く

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
退
職
金
支
給
額
が

多
く
な
る
な
ど
、
福
祉
施
設
に
お
勤

め
の
方
の
処
遇
改
善
や
定
着
に
役
立

つ
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
共
済
制
度
に
加
入
す
る
に
は
？

共
済
制
度
に
加
入
で
き
る
の
は
、

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共

済
法
で
定
め
る
施
設
・
事
業
を
経
営

し
て
い
る
社
会
福
祉
法
人
と
な
り
ま

す
。共

済
契
約
を
締
結
し
た
法
人
に
お

い
て
制
度
に
加
入
し
た
施
設
・
事
業

に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
雇
用
期
間

に
定
め
の
な
い
職
員
は
採
用
し
た
日

か
ら
被
共
済
職
員
と
な
り
、
パ
ー
ト

や
臨
時
職
員
の
方
も
一
定
要
件
を
満

た
す
と
同
様
に
扱
わ
れ
ま
す
。な
お
、

要
件
を
満
た
し
て
い
る
職
員
は
必
ず

制
度
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

○
期
間
の
合
算（
通
算
）制
度
が

あ
り
ま
す

退
職
金
は
一
般
に
そ
の
企
業
・
団

体
限
り
の
も
の
で
す
が
、
退
職
共
済

制
度
の
特
色
と
し
て
結
婚
な
ど
で
退

職
し
た
後
の
復
職
や
他
法
人
に
転
職

し
た
場
合
に
、
期
間
の
合
算（
通
算
）

が
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
被
共

済
職
員
期
間
が
１
年
以
上
あ
り
、
退

職
後
３
年
以
内
に
当
制
度
に
加
入
し


